
様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

水道施設耐震建第５号 国道４５号（定川）配水管（推進）布設替工事  

質 問 事 項 回 答 

① 役務費、明細書 第79号 

電柱移設費、光ケーブル移設費の詳細に

ついて、ご教示願います。 

① Ｎｏ.９付近の到達立坑設置の際に支障

となる東北電力ネットワーク株式会社

所有の電力柱（矢本町幹線１５３北３）

１本を本移設し、添架されている電力ケ

ーブル及び株式会社トークネット宮城

支社所有の光ケーブルを架けなおす移

設費を計上しています。 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

水道施設耐震建第５号 国道４５号（定川）配水管（推進）布設替工事  

質 問 事 項 回 答 

１．役務費１式当たり明細書の電力柱移設

費と光ケーブル移設費の内訳をご教示いた

だけませんでしょうか。 

１．Ｎｏ.９付近の到達立坑設置の際に支障

となる東北電力ネットワーク株式会社所有

の電力柱（矢本町幹線１５３北３）１本を本

移設し、添架されている電力ケーブル及び

株式会社トークネット宮城支社所有の光ケ

ーブルを架けなおす移設費を計上していま

す。 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

水道施設耐震建第５号 国道４５号（定川）配水管（推進）布設替工事  

質 問 事 項 回 答 

１．積算条件について 

 

 単  価：令和08年05月01日 

 歩  掛：上水道令和08年04月01日 

 

 

 

 

 

 

 機械損料：令和07年04月01日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経費基準：令和08年04月01日 

 の条件で良いでしょうか。 

１． 

 

単価：令和８年５月１月 

歩掛：・令和８年度水道施設整備費に係る歩掛表  

令和８年４月１日 

・土木工事標準積算基準書 

令和７年１０月１日 

・下水道用設計標準歩掛表令和７年度 

－第３巻 設計委託－ 

令和７年４月１日 

機械損料：・建設機械等損料算定表 

      令和７年１０月１日 

     ・2024年度版『建設物価』 

      推進工事用機械器具等基礎価格表  

      令和７年４月１日 

     ・2024年度版積算資料 

      推進工事用機械器具等基礎価格表 

      令和７年４月１日 

     ・推進工事用機械器具等損料率参考資料 

      (損料率参考資料)２０２４年度版  

      令和７年４月１日 

経費基準：令和８年４月１日 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

 須江導水耐震化事業建第１８号 須江山系導水管布設工事（その１１）  

質 問 事 項 回 答 

１． 今回発注の工事における設計積算

は、国土交通省水道事業課より今年

の４月２日付け通達のあった「水道

施設整備費に係る歩掛表」が適用さ

れ、「配管作業の労務単価について

は、令和８年度から特殊作業員を適

用する」という内容は反映されてい

ますか。 

１．反映されています。 

 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

 須江導水耐震化事業建第１９号 須江山系導水管布設工事（その１２）      

質 問 事 項 回 答 

1  他工事の主任技術者専任現場で現

場代理人・監理技術者・配管技能者を

兼務している者を、本工事の配水管技

能者に選任することは可能ですか。 

 また、双方の工事が工作物に一体性

や連続性があること又は施工にあた

り相互の工程調整を要する工事であ

る場合、同一配管技能者を配置可能で

すか。 

1  他の工事に配置している専任の主

任（監理）技術者を配水管技能者とし

て配置することはできません。ただ

し、「監理技術者制度運用マニュアル

（国土交通省）」にある監理技術者等

の専任を要しない期間（発注者と建設

業者の間でその期間が設計図書もし

くは打合せ記録等の書面により明確

となっている場合に限る。）について

は、配管据付接合に係る配置期間と重

複しない場合に限り、配水管技能者と

して配置することが可能です。 

また、同マニュアルにて、同一の建

設業者と締結する契約工期の重複する

複数の請負契約に係る工事であって、

かつ、それぞれの工事の対象が同一の

建築物又は連続する工作物である場

合、発注者から同一工事として取り扱

うことについて書面による承諾を得た

上で、これら複数の工事を一の工事と

みなし、同一の監理技術者等が当該複

数工事全体を管理することが可能であ

ると認められていることから、この運

用に準じて同一配水管技能者の配置を

可とします。 

 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
工事(業務)番号及び工事(業務)名等 

舗装復旧施第３号 野蒜洲崎舗装復旧工事 

質 問 事 項 回 答 

1.積算条件について 

 

単  価:令和08年05月01日 

歩  掛:国交省令和07年10月01日 

機械損料:令和07年04月01日 

経費基準:令和07年04月01日 

の条件で良いでしょうか。 

1.全て公告月当月の単価及び基準となっ

ております。 

 

 

 



様式第８号（第２２条関係） 

 

質問回答書 
 

工事（業務）番号及び工事（業務）名等 

 改良工事浄第２号 月迫配水場管理道路用地測量業務                                      

質 問 事 項 回 答 

１． ３級及び４級基準点測量の伐採の有 

無について示して頂きたい。 

 

２．横断測量の測量幅は４５ｍ未満でし

ょうか。 

１．伐採無しです。 

 

 

２．貴見のとおりです。 

 


